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M寺肖金の"ーを応

t ただし、借入額の4/5以内て、校種別に以下のような限度額が

■高等専門学校

■専修・短期大学

■大学

■大学院
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20名程度

1 1 0万円

80万円

1 60万円

220万円
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対象者

◎在学中に対象となる奨学金(佐伯市奨学金、大分県奨学会奨学金、
日本学生支援機構奨学金(第 1・2種)の貸与を受けた方

◎満30歳以下てあり、本市に8年以上継続して居住する意思のある方

◎令和2年4月以降、佐伯市内の事業所等に就職し、市内に居住す
る方(令和7年4月以降居住する方も含む)
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佐伯市があなたに

替わって奨学金の

返還を8年間応援

し、 q年目に各校

種の限度額に達す

るまての残金をー
括応援します。

佐伯市地育委員会
谷 Q9-1之22・4Q6写'

ります。
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さいき創生人材奨学支援事業制度とは

奨学金の返還負担のため、進学等を踊路・断念する若者への修学奨励と佐伯市への
居住、就職促進を図るため、奨学金の返還を支援することを目的としています。

募集対象者゛

以下の条件に全て該当する方

0大学等※1在学期間中に奨学金の貸与を受け、奨学金の返還を予定している方

0交付申請時、30歳以下て市内に住民票があり、現に居住し8年間定住する意思のある方

0交付申請時、市内に本社・本店および事業所等※2のある企業に正規雇用されている方

0国および地方公共団体の職員は除く

0奨学金の返還に際し、他からの助成を受けていない方

0市税等を滞納してぃない方

0佐伯市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等てはない方

※ 1 大学等ヒは学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、大学院、短期大学、専修学校専門課程、
高等専門学校

※2 事業所とは佐伯市内の事業所(ただし本社が市内tあっても勤務地が市外t市外に居住の場合は対象
となりません。)
自営業や第 1次産業(農業・林業・漁業)に就業する場合も可(ただし、基準あり)

■応募方法 i',
口申し込みに必要な書類

区提出方法

口申込期間

区選考結果のお知らせ

申請書、奨学金貸与証明書等の写し

郵送および持参

令和7年4月1日(火)~令和7年6月2日明)当日消印有効

市内居住・就業

( 1年目)

猶予期間を除

申請⇔認定 1いた年間返還

'

令和7年7月下旬頃

、、、

例:日本学生支援機構奨学金(大学:国立自宅外月額40,000円の場合)

就業

(2年目)

補助額合計

借入額 1,920,000円の 4/5

1,536,000円

各年の年間返還額を補助します

就業

※毎年申請手続きが必要tす。

ー、ー

1年目返還額

73,846円

就業

(8年目)

返還の例

年額 147,6q2円 X 7年間

1,033,844円

就業

(9年目)

限度額まtの残りを
一括補助します

借入額 1,920,000円(4年間)

q年目に一括補助

428,310円
(1,536,000-1,107,690)
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